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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　煙草加工産業の輸送記憶区域（１２）における製品質量流れ（１１）の製品データを追
跡する方法において、輸送記憶区域に入る製品質量流れの一つの製品以上から構成された
ほぼ等しい部分（１１ａ，１１ｂ，１１ｃ．．．）に一致し且つ輸送方向に製品質量流れ
（１１）のある長さにほぼ一致する製品データセット（３０ａ，３０ｂ，３０ｃ．．．）
を作成し、データメモリー（２５；２６）の対応メモリーユニット（２５ａ，２５ｂ，２
５ｃ．．．；２６ａ，２６ｂ，２６ｃ．．．）に製品データセット（３０ａ，３０ｂ，３
０ｃ．．．）を書き込み、ここで製品データセット（３０ａ，３０ｂ，３０ｃ．．．）が
それぞれに移動可能な筆記指示器（２７）によって確認されるメモリーユニット（２５ａ
，２５ｂ，２５ｃ．．．；２６ａ，２６ｂ，２６ｃ．．．）に書き込まれ、データメモリ
ー（２５；２６）から輸送記憶区域（１２）から現れる製品質量流れに対応する製品デー
タセットを読み取り、ここで製品データセット（３０ａ，３０ｂ，３０ｃ．．．）が移動
可能な筆記指示器（２７）によって確認されるメモリーユニット（２５ａ，２５ｂ，２５
ｃ．．．；２６ａ，２６ｂ，２６ｃ．．．）から読み取られ、そして製品データセット（
３０ａ，３０ｂ，３０ｃ．．．）が輸送記憶区域（１２）から出た後に読取り指示器（２
８）が論理的隣接メモリーユニット（２５ａ，２５ｂ，２５ｃ．．．；２６ａ，２６ｂ，
２６ｃ．．．）に移動され、ここで、輸送記憶区域（１２）に入る製品質量流れ（１１）
の中断の場合には筆記指示器（２７）が適当な位置に保持されて、そして輸送記憶区域（
１２）に入る製品質量流れ（１１）の中断の場合には読取り指示器（２８）が適当な位置
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に保持されている工程から成ることを特徴とする方法。
【請求項２】
　製品部分（１１ａ，１１ｂ，１１ｃ．．．）が調整できることを特徴とする請求項１に
記載の製品データ追跡方法。
【請求項３】
　製品データセット（３０ａ，３０ｂ，３０ｃ．．．）は輸送方向において製品部分（１
１ａ，１１ｂ，１１ｃ．．．）の長さを記憶させるフィールド（３４）を有することを特
徴とする請求項１或いは２に記載の製品データ追跡方法。
【請求項４】
　製品データセット（３０ａ，３０ｂ，３０ｃ．．．）は製品予約選定器を記憶するフィ
ールド（４０）を有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の製品デ
ータ追跡システム。
【請求項５】
　輸送記憶区域（１２）の始動において筆記指示器（２７）と読取り指示器（２８）が同
じメモリーユニット（２５ａ，２５ｂ，２５ｃ．．．；２６ａ，２６ｂ，２６ｃ．．．）
に設置されることを特徴とする請求項１に記載の製品データ追跡方法。
【請求項６】
　煙草加工産業の輸送記憶区域（１２）における製品質量流れ（１１）の製品データを追
跡するシステムにおいて、生産データを記憶するためにデータメモリー（２５；２６）を
包含する記憶手段（２２）と、輸送記憶区域（１２）に入る製品質量流れの製品データを
データメモリー（２５；２６）に書き込むことを制御する筆記制御手段（２１）と、輸送
記憶区域（１２）から流出する製品質量流れ（１１）の製品データをデータメモリーから
読み取ることを制御する読取り制御手段（２１）とを備え、筆記制御手段（２１）は輸送
記憶区域（１２）に入る製品質量流れ（１１）の一つの以上の製品から構成されたそれぞ
れおよそ同じ部分（１１ａ，１１ｂ，１１ｃ．．．）に一致し且つ輸送方向に製品質量流
れ（１１）のある長さにほぼ一致する製品データセット（３０ａ，３０ｂ，３０ｃ．．．
）を発生させて且つ製品データセット（３０ａ，３０ｂ，３０ｃ．．．）をデータメモリ
ー（２５；２６）に筆記するために設けられていて、データメモリー（２５；２６）のメ
モリーユニット（２５ａ，２５ｂ，２５ｃ．．．；２６ａ，２６ｂ，２６ｃ．．．）が筆
記指示器（２７）と読取り指示器（２８）から成り、そして輸送記憶区域（１２）に循環
する製品部分（１１ａ，１１ｂ，１１ｃ．．．）を検出する入口センサー（２３）及び輸
送記憶区域（１２）から出る製品部分（１１ａ，１１ｂ，１１ｃ．．．）を検出する出口
センサー（２４）が設けられていて、データメモリー（２５；２６）は論理的に輸送記憶
区域（１２）を写像し且つ少なくとも一つのＦＩＦＯ－データメモリーから成り、ＦＩＦ
Ｏ－データメモリーが一つのリングメモリーであることを特徴とする製品データ追跡シス
テム。
【請求項７】
　ＦＩＦＯ－データメモリーがＦＩＦＯ－データ重ねメモリー（２６）であることを特徴
とする請求項６に記載の製品データ追跡システム。
【請求項８】
　データメモリー（２５；２６）が少なくとも一つのＦＩＬＯ－データメモリーを包含す
ることを特徴とする請求項６或いは７に記載の製品データ追跡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、煙草加工産業の輸送記憶区域において製品データ、例えば品質データ、商
標情報、生産機械確認、生産時間を追跡する方法とシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１から、一定機械周期で作動される、即ち分当たり一定数の個別製品を処理す
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る煙草加工産業の機械において個々の製品の製品データを追跡する方法とシステムである
。その際に個々の製品に対する製品データの指定は機械周期の正確な知識と製品から機械
へ到る通路の長さとに基づいている。この方法は、ここで個々の製品に対する製品データ
の指定が失われるから、例えば煙草製品機と包装機の間の搬送区域にて、多数の無秩序な
個々の製品を伴う製品質量流れに適用されることはない。例えば可変煙草メモリーの使用
の際のように、通路の長さが輸送記憶区域において可変であるときに、これら問題点が増
強される。　
【特許文献１】ドイツ特許出願公開第１０２１６０６９号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　この発明の課題は、煙草加工産業の輸送記憶区域において製品質量流れの製品データを
追跡する方法とシステムを準備することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この発明の課題は、特に次の工程と適切な装置特徴によって解決される；輸送記憶区域
に入る製品質量流れのほぼ等しい部分に一致する製品データセットを作成し、データメモ
リーの対応メモリーユニットに製品データセットを書き込み、データメモリーから輸送記
憶区域から現れる製品質量流れに対応する製品データセットを読み取る。この発明は特に
製品質量流れの仮想的位置決めと個々の製品部分に一致する製品データセットの発生と記
憶に基づいている。この発明によると、これら細分によって製品部分に平均化された製品
データを追跡することを可能とする。
【０００５】
　データメモリーはメモリー入口とメモリー出口を有し、製品データセットがメモリー入
口を介して記憶手段に書き込まれ、そこで一定順序に記憶され、記憶手段に書き込まれた
製品データセットが輸送記憶区域において適切な製品部分の順序に一致する順序に記憶手
段から出口を介して読み取られる。
【０００６】
　輸送記憶区域は製品質量流れを自動輸送及び／又は記憶する装置である。特にデータメ
モリーは輸送記憶区域を論理的に写像する。輸送記憶区域は製品質量流れが入口に入り、
出口にて同じ順序で出る例えば純粋な輸送区域或いはＦＩＦＯ－メモリーを包含するとき
に、データメモリーは目的に適って一つの適切なＦＩＦＯ－メモリー（最初に入り、最初
に出る原理）を包含する。輸送記憶区域は製品質量流れが入り、逆順序で出る例えば袋保
管部を包含するときに、データメモリーは目的に適って一つの適切なＦＩＬＯ－或いはＦ
ＩＦＯ－メモリー（最初に入り、最後に出る或いは最後に入り、最初に出る原理）を包含
する。
【０００７】
　ＦＩＦＯ－メモリーの好ましい手段は、それぞれ一つの移動可能な筆記読取り指示器を
をもつリングメモリーである。特にその位置は製品データセットの記載後に或いは製品部
分の放出後に輸送記憶区域から論理的隣接した記憶ユニットまで移動される。さらに特に
筆記或いは読取り指示器の位置は輸送記憶区域に入る製品質量流れ或いは輸送記憶区域か
ら出る製品質量流れの中断の際に保持される。
【０００８】
　ＦＩＦＯ－メモリーの別の好ましい手段は、ＦＩＦＯ－重なりメモリー（ＦＩＦＯ－ス
タック）である。輸送記憶区域に入る製品質量流れの製品データセットはＦＩＦＯ－重な
りメモリーに記載され、輸送記憶区域から出る製品質量流れの製品データセットはＦＩＦ
Ｏ－重なりメモリーから読み取られる。
【０００９】
　ＦＩＬＯ－データメモリーの好ましい手段は、従ってＦＩＦＯ－重なりメモリー（ＦＩ
ＦＯ－スタック）である。　　
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【００１０】
　この発明は、ＦＩＦＯ－或いはＦＩＬＯ－データメモリーの前記手段に限定されない。
例えばシフトレジスタの使用もこの発明に包含される。
【００１１】
　特に輸送方向における製品質量流れの同じ長さ分量に区分が行われ、なぜならこの大き
さは特に簡単に搬送速度から決定できるからである。しかし、他の種類の位置決めは、例
えばおよそ同じ数の個別製品の区分或いはおよそ同じ重量の区分にて考慮できる。
【００１２】
　特に異なる要件に関する適合を可能とするために、長さ或いは一般的生産分量の値が調
整できる。好ましくは、製品データセットは輸送方向における生産分量の長さを記憶する
ように設定されている。これは、ここで生産分量の長さが変わるので、特に異なる搬送速
度の複数の搬送部分をもつ輸送記憶区域のために目的に適っている。特に製品データセッ
トは、製品データセットに対応する輸送部分が製品を受けているか否かを与える生産予約
指定を記憶するように設定されている。これは、輸送部分の欠けている或いはその他の予
約を特定するために目的に適っている。
【００１３】
　輸送記憶区域に入る或いはその輸送記憶区域から出る製品質量流れを確認するために、
製品データ追従システムが特に適切な入口或いは出口センサーを包含する。
【００１４】
　搬送区域における複数の搬送部分或いは搬送装置の場合において、各搬送部分或いは各
搬送装置に部分データメモリーを付属することが目的に適っている。各部分データメモリ
ーは例えば上記のように筆記兼読取り指示器をもつリングメモリーである。各部分データ
メモリーは例えばＦＩＦＯ－或いはＦＩＬＯ－重なりメモリーとしても実施され得る。
【００１５】
　他の好ましい特徴は、添付図面を参照しながら従属請求項と好ましい実施例の次の詳細
な説明とから明らかになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　煙草生産機械１０から煙草が流出され、例えばメータ当たり１０００煙草の程度の搬送
区域をもつ無秩序な煙草流れ１１の形態で矢印方向において搬送区域１２によって包装機
１３まで搬送される。搬送区域１２は複数の搬送装置１４－１７を包含し、それら装置は
図において純概略的に搬送ベルトとして特徴付けられるけれども、これに限定されない。
搬送区域１２は中でも搬送手段１８をもつＦＩＦＯ－煙草記憶部１６を包含し、その長さ
は、図１において点線により示されるように、記憶の必要性に応じて可変である。
【００１７】
　煙草生産機械１０では、生産された煙草に対する製品データ、例えば煙草品質データ、
商標情報、生産機械１０の指定、生産の日付と時刻などが存在する。製品データ追従シス
テムは制御手段２１と記憶手段２２とをもつデータ処理ユニット２０を包含する。制御手
段２１は煙草生産機械１０からの製品データを必要とし、周期的に対応する生産データセ
ット３０ａ，３０ｂ，３０ｃ．．．を記憶手段２２に記載する。これによって生産質量流
れ１１は、図１において点線により示されるように、仮想的に生産部分１１ａ，１１ｂ，
１１ｃ．．．に細分されている。煙草質量流れ１１の搬送速度が搬送区域１２によって例
えば２０ｃｍ／ｓであり、制御手段２１は秒当たり一回、煙草生産機械１０に必要とされ
生産データを生産データセット３０ａ，３０ｂ，３０ｃ．．．として記憶手段２２に記載
するので、これは一定長さ、この例では２０ｃｍの部分長さをもつ製品部分１１ａ，１１
ｂ，１１ｃ．．．における煙草質量流れ１２の仮想的位置決めに一致する。その際に、生
産データセットは目的に適って一つの記憶期間にわたり平均化された生産データを所持す
る。
【００１８】
　生産データセット３０の例示的フォーマットは図２に示されている。生産データセット
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３０は例えば煙草商標を記憶するフィールド３１、煙草生産機械１０の指定を記憶するフ
ィールド３２、生産日付と時間を記憶するフィールド３３、部分長さ（ここでｃｍで）を
記憶するフィールド３４と、平均重量、平均重量偏差などのような煙草品質データを記憶
するフィールド３５、３６を包含する。生産予約指定フィールド４０における符号”１”
は、データセット３０が一つの生産部分に一致し、生産質量流れ１１の中断の結果、例え
ば空部分に一致しない。
【００１９】
　特に、搬送区域１２に入る製品の場合にのみ記憶手段２２において生産データセットの
書込みが行われる。このために、入口センサー２３が設けられ、搬送区域１２に入る製品
の場合に対応する信号を制御手段２１に送って、筆記過程を作動するか、或いは搬送区域
１２に入る製品質量流れ１１の中断の場合に対応する信号によって筆記過程を中断する。
【００２０】
　記憶手段２２は好ましい実施態様において少なくとも一つのＦＩＦＯ－重なりメモリー
２６を包含し、そのメモリーには生産データセット３０ａ，３０ｂ，３０ｃ．．．が一定
順序に重なりの形態で記憶され、この場合に最初に重なりに設置された製品データセット
３０ａ，３０ｂ，３０ｃ．．．は同じ順序３０ａ，３０ｂ，３０ｃ．．．で重なりからの
取り出しによって再び読み出される（ＦＩＦＯ原理）。
【００２１】
　搬送区域１２の流出側端には、特に出口センサー２４が設けられて搬送区域１２から流
出する製品を確定する。搬送区域１２から流出する製品の場合には、必要に応じて制御手
段２１は付属する生産データセットを記憶手段２２から読み出され、別の利用のために準
備し、例えば包装機１３に伝達される。これは、ＦＩＦＯ－重なりメモリーの使用の場合
に重なりから生産データセットの周期的取り出しによって簡単に生じる。重なり内部の一
定順序とＦＩＦＯ－原理に基づいて、製品データセット３０ａ，３０ｂ，３０ｃ．．．が
搬送区域１２から流出する製品部分１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，１１ｄ．．．に正しく付属
され、しかも例えば煙草記憶部１６における輸送区域１２の各長さと無関係に付属される
ことが確保される。読取り周期は目的に適って流出する製品部分１１ａ，１１ｂ，１１ｃ
，１１ｄ．．．の流出周期に適合されて、その流出周期は製品部分１１ａ，１１ｂ，１１
ｃ，１１ｄ．．．と関連する。流出する製品部分１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，１１ｄ．．．
の一定長さと全搬送区域１２にわたる変更されない搬送速度の場合には、読取り周期は目
的に適って記憶周期に一致する。
【００２２】
　別の入口センサー２３が必ずしも設けられる必要がない。搬送区域１２に入る製品に関
する情報は、例えば搬送区域１２に設けられた構成部材から、ここでは煙草生産機械に生
産を特徴する情報が存在するときに煙草生産機械１０から引き出されることができる。生
産を特徴する情報が例えば搬送区域１２に後置された構成部材から、ここでは包装機１３
から引き出されることができるときに、出口センサー２４にも同じことが適用され、不必
要である。これは、例えば、輸送方向における製品部分の長さの代わりに部分当たりの個
別製品の数が製品部分を定義するために使用されるときの場合である。
【００２３】
　搬送区域１２に入る製品質量流れの中断の際にも、製品データセットを記憶手段２２に
記載することは、排除されていない。これは、目的に適って生産データセット３０の製品
予約指定フィールド４０における対応する符号、例えば”０”を有する（図２参照）。
【００２４】
　図３Ａから図３Ｃまでは、一つのリングメモリーと一つのＦＩＦＯ－重なりメモリー用
の記憶と読取り過程を説明するのに役立つ。図３Ａには、搬送区域１２を通る製品質量流
れの進行は概略的に示され、この場合に上から下へ連続する時点が図示されている。縦線
”Ｅ”は搬送区域１２の入口を示し、縦線”Ａ”は搬送区域１２の出口を示す。線”Ｅ”
上に配置された製品部分が入口センサー２３により検出され、線”Ａ”に配置された製品
部分が出口センサー２４により検出される。図３Ｂには、それぞれにリングメモリー２５
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の対応する記憶状態が製品データセット３０ａ，３０ｂ，３０ｃ．．．を記憶する記憶手
段２２において図示されている。図３Ｃには、選択的にそれぞれに一つのＦＩＦＯ－重な
りメモリー２６の対応する記憶状態が製品データセット３０ａ，３０ｂ，３０ｃ．．．を
記憶する記憶手段２２において図示されている。リングメモリー２５のメモリーユニット
２５ａ，２５ｂ，２５ｃ．．．とＦＩＦＯ－重なりメモリー２６のメモリーユニット２６
ａ，２６ｂ，２６ｃ．．．とはそれぞれ製品データセット３０を記憶するのに役立つ。リ
ングメモリー２５は一つの筆記指示器２７と一つの読取り指示器２８を有する。ＦＩＦＯ
－重なりメモリー２６は一つの重なり入口５０と一つの重なり出口５１を有する、
【００２５】
　まず最初に図３Ｂによる実施態様は一つのリングメモリーによって記載されている。時
刻ｔ１では、例えば搬送区域１２の使用開始の場合に製品質量流れ１１が搬送区域１２に
流出されない。筆記指示器２７と読取り指示器２８はリングメモリー２５の同じメモリー
ユニット２５ａに設置される。時刻ｔ２では、搬送区域１２に流入する製品は入口センサ
ー２３により検出され、対応する製品データセット”１”が制御手段２１によって作成さ
れ、筆記指示器２７により特徴付けられた同じメモリーユニット２５ａに記載される。そ
の後に、搬送区域１２から流出する製品が確定されないから、筆記指示器２７はメモリー
ユニットに移動され、その間に読取り指示器２８は保持される。時刻ｔ３では、搬送区域
１２に流入する製品は入口センサー２３により検出され、対応する製品データセット”２
”が制御手段２１によって作成され、筆記指示器２７により特徴付けられたメモリーユニ
ット２５ｂに記載される。その後に、筆記指示器２７は、さらに一つのメモリーユニット
だけ移動される。類似して時刻ｔ４では製品部分”３”に対応する製品データセットは筆
記指示器２７により特徴付けられたメモリーユニット２５ｃに記載され、筆記指示器２７
はさらに一つのメモリーユニットだけ移動される。時刻ｔ５では、入口センサー２３は搬
送区域１２に流入する製品質量流れ１１が中断され、それ故に製品データセットからリン
グメモリー２５への筆記が停止することを確認する。時刻ｔ６では、出口センサー２４は
製品が搬送区域１２から流出することを確認する。それ故に、そのセンサーは製品データ
セット”１”を読取り、読取り指示器２８がリングメモリー２５から製品データセットを
参照して指示され、リングメモリー２５が流入する製品部分”１”に一致する。その後に
、読取り指示器２８は一つのメモリーユニットだけ移動される。時刻ｔ７では、製品デー
タセット”４”が筆記指示器２７により特徴付けられたメモリーユニット２５ｄに記載さ
れ、筆記指示器２７は一つのメモリーユニットだけ移動され、並びに製品データセット”
２”が読取り指示器２８により特徴付けられたメモリーユニット２５ｂから読み取られ、
読取り指示器２８は一つのメモリーユニットだけ移動される。時刻ｔ８では、製品データ
セット”３”が読取り指示器２８により特徴付けられたメモリーユニット２５ｃから読み
取られ、読取り指示器２８は一つのメモリーユニットだけ移動される。時刻ｔ９では、出
口センサー２４は、搬送区域１２から流出する製品質量流れ１１が中断され、それ故にリ
ングメモリー２５から製品データセットにより読取りを停止することを確認する。時刻ｔ
１０では、出口センサー２４は、製品が搬送区域１２から流出することを確認する。それ
故に、製品データセット”４”は　読取り指示器２８により特徴付けられたメモリーユニ
ット２５ｄから読み取られ、読取り指示器２８は一つのメモリーユニットだけ移動される
。時刻ｔ１１では、搬送区域１２が空であり、メモリーユニット２５が時刻ｔ１のような
状態にある。この実施態様における筆記指示器２７と読取り指示器２８はメモリーユニッ
トに沿って移動されるので、メモリーはメモリーユニット２５として形成されるので、一
定の端メモリーユニット後に筆記指示器２７と読取り指示器２８が開始メモリーユニット
まで移動される（時刻ｔ１１参照）。
【００２６】
　図３ＣによるＦＩＦＯ－重なりメモリー２６をもつ実施態様の場合には、重なりメモリ
ー２６は時刻ｔ１で空である。重なりメモリー２６は一つの重なり入口５０と一つの重な
り出口５１を有する。時刻ｔ２では搬送区域１２に流入する製品は入口センサー２３によ
り検出され、対応する製品データセット”１”が制御手段２１によって作成され、重なり
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上に置かれ、即ち重なり入口５０を通して重なりメモリー２６に記載される。時刻ｔ３で
は、搬送区域１２に流入する製品は入口センサー２３により検出され、対応する製品デー
タセット”２”が制御手段２１によって作成され、重なりメモリー２６に記載される。類
似して、時刻ｔ４では、製品部分”３”に対応する製品データセット”３”が重なりメモ
リー２６に記載される。時刻ｔ５では、入口センサー２３は、搬送区域１２に流入する製
品質量流れ１１が中断され、それ故に製品データセットから重なりメモリー２６への筆記
が停止することを確認する。時刻ｔ６では、出口センサー２４は製品が搬送区域１２から
流出することを確認する。それ故に、そのセンサーは重なりから製品データセット”１”
を取り出し、即ちセンサーは重なりメモリー２６の重なり出口５１から読取る。時刻ｔ７
では、製品データセット”４”が重なりメモリー２６に記載され、並びに製品データセッ
ト”２”が重なりメモリー２６から読み取られる。時刻ｔ８では、製品データセット”３
”が重なりメモリー２６から読み取られる。時刻ｔ９では、出口センサー２４は、搬送区
域１２から流出する製品質量流れ１１が中断され、それ故に重なりメモリー２６から製品
データセットにより読取りを停止することを確認する。時刻ｔ１０では、出口センサー２
４は、製品が搬送区域１２から流出することを確認する。それ故に、製品データセット”
４”は重なりメモリー２６から読み取られる。時刻ｔ１１では、搬送区域１２とそれ故に
重なりメモリー２６も空である。
【００２７】
　搬送区域１２の各搬送装置１４－１７に固有の部分データメモリー、特にそれぞれに筆
記指示器２７と読取り指示器２８をもつリングメモリー２５或いはそれぞれＦＩＦＯ－（
或いは場合によってはＦＩＬＯ－）重なりメモリー２６が付属されることができる。これ
は、搬送装置から次の搬送装置までの対応する製品区分の移行において部分メモリーから
次の部分メモリーまでの製品データセットの移行を可能とする。特に製品データセットは
その移行において目的に適って変更され得る。これは特に搬送区域１２において異なる搬
送速度の発生の際に好ましい。
【００２８】
　図１の例では、コンベア１４が２０ｃｍ／ｓで移動されるけれども、コンベア１５は２
５ｃｍ／ｓで移動され、搬送区域１２に流入する際の製品区分が２０ｃｍの長さＬを有す
る。コンベア１４からコンベア１５への製品区分の移行後に、このコンベアは速度増加に
よってより長く且つより平らになり、より正確にはコンベアは搬送速度の関係によって決
定した２５ｃｍの長さＬを有する。例えばコンベア１４と１５間の移行センサーによって
、一定製品部分がコンベア１４から流出することが確認されるときに、対応する製品デー
タセットは記憶手段２２のコンベア１４に対応する部分メモリーから読み取られ、製品デ
ータセットのフィールド３４への長さ入力は搬送速度の関係に対応して変更され、変更さ
れた製品データセットが次のコンベア１５の部分メモリーに記載される。
【００２９】
　けれども、複数の搬送装置１４－１７の場合に或いは各搬送装置の搬送区域１２に或い
は各輸送部分において異なる搬送速度の発生の場合に固有の部分データメモリーが付属さ
れていることは必ずしも必要としない。これは、例えば製品区分の長さに変って、搬送速
度と無関係な値が製品区分、例えば製品部分当たりの個別製品の数を確定するために使用
される。全輸送記憶区域のために唯一データメモリーで十分である。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】煙草生産機械と包装機との間の搬送区域用の製品データ追従システムの概略概要
を示す。
【図２】製品データセットの概略図を示す。
【図３Ａ】異なる時点において搬送区域を通して輸送された煙草質量流れの概略図を示す
。
【図３Ｂ】図３Ａによる時点においてデータメモリーとしてのリングメモリーの概略図を
示す。
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【図３Ｃ】図３Ａによる時点においてデータメモリーとしてのＦＩＦＯ－重なりメモリー
の概略図を示す。
【符号の説明】
【００３１】
　１０．．．．．煙草生産機械
　１１．．．．．煙草質量流れ
　１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，１１ｄ．．．製品区分
　１２．．．．．輸送記憶区域
　１３．．．．．包装機
　１４．．．．．コンベア
　１５．．．．．コンベア
　１６．．．．．搬送装置
　１７．．．．．搬送装置
　２０．．．．．データ処理ユニット
　２１．．．．．制御手段
　２２．．．．．記憶手段
　２３．．．．．入口センサー
　２４．．．．．出口センサー
　２５．．．．．データメモリー
　２６．．．．．データメモリー
　２７．．．．．筆記指示器
　２８．．．．．読取り指示器
　３０．．．．．製品データセット
　３１．．．．．フィールド
　３２．．．．．フィールド
　３３．．．．．フィールド
　３４．．．．．フィールド
　３５．．．．．フィールド
　３６．．．．．フィールド
　４０．．．．．フィールド
　５０．．．．．重なり入口
　５１．．．．．重なり出口
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